
 

 

 

道 路 の 指 定 に つ い て 

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定に基づき道路を次の

とおり指定します。 

 なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築指導課に備えて縦覧に供します。 

 

令和７年１０月３１日 

 

川崎市長  福田 紀彦   

   

 

 

道路事業の名称 主要地方道横浜上麻生（下麻生工区）道路整備事業 

 

指定区間の 

地名・地番 

 

 

 

麻生区下麻生三丁目341-3,344-3,346-2の全部  

麻生区下麻生三丁目111-2,110-4,329-2,335-2,336-2,337-2, 343-2, 344-2,  

347-2,350-3,351-2,353-2,354-3,354-4,355-2,無地番地の各一部 

 

 

 

幅員・延長 ２２．２８～２２．７４ｍ × ４５．６７ｍ（主要地方道 横浜上麻生） 

指定番号 

及び年月日 

川崎市指令ま建指第５０６号 

令和７年１０月３１日 

 

川崎市公告第1459号
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